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令 和 ７年 ４月 １０日 

佐賀市教育委員会 様 

学校名  佐賀市立  鍋島中学校  

校長名     青栁 正文       
令和７年度教育課程について（届出） 

 

このことについて、佐賀市立小・中学校の管理運営に関する規則に基づき下記のとおり届出します。 

 

記 

１．学校の教育目標 

「 夢と感動にあふれ 豊かな心で 主体的に学ぶ生徒の育成 

      ～ enjoy challenge teamwork ～       」 

〇 学校経営の基本方針 

 ・魅力ある学校づくりや学校課題の解決に向け、全職員がつま先の向きを揃えた組織的取組

を推進する。 

 ・生徒に将来の夢や希望、目標を持たせ、その実現に向けた努力を促す。 

・生徒の良さを見つけ、認めて、「ほめて伸ばす人づくり」を積極的に行う。 

※ほめほめ大作戦。出番・役割・承認。 

 ・開かれた教育活動を展開し、家庭や地域との連携を深め、活動をより効果的なものにする。 

 ・全教職員が「教育愛」に満ち溢れ、チームワーク、フットワーク、ネットワークを発揮し、

「即時対応」を合言葉に機動力の高い職能集団を目指す。 

２．本校の教育の特色 

①「鍋中学び合い」を取り入れ、「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業実践を行う。生

徒の学習意欲を喚起し、確かな学力を定着させる。 

②生徒が主体的に考え行動する教育活動を行うよう伴奏支援し、褒めて伸ばす人づくりを通し 

て、自己肯定感を高める。 

③特別支援教育の視点を基盤とし、特性や多様なニーズに応じた支援・援助を行い、個性の伸 

長を図る。 

④支持的風土の学級・学年づくりを推進し、適切な人間関係を築き、家庭・地域と連携を図り 

不登校の解消に努める。  

３．教育計画 
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（１）本年度の教育の重点 

① 「鍋中学び合い」を取り入れ、「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業実践を行い、

生徒の学習意欲を喚起し確かな学力を定着させる。 

・毎時間の「めあて」「振り返り」や、基礎・基本の定着を図る場面を設定し、学習体制を整 

える。  

・言語活動を取り入れた授業実践に取り組み、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて

の授業改善・充実を図る。 

・全国・県学習状況調査において全教科で全国・県の無解答率を下回るような取組をする。 

・ＩＣＴを利活用した授業に取り組み、生徒の学習意欲の向上と理解促進を図るとともに、家

庭での効果的な活用方法を探る。 

② 生徒が主体的に考え行動する教育活動を行うよう伴奏支援し、褒めて伸ばす人づくりを通 

 して、自己肯定感を高める。 

・主体的な生徒会活動を支援しながら、「出番・役割・承認」のスパイラルサイクルで生徒の

自己肯定感の向上を図り、自立した学校生活を送れる環境を整える。 

・生徒同士や教職員との温かい信頼関係を構築し、いじめや問題行動の未然防止と早期発見

に努め、早期対応を図る。 

・教育活動全般を通して、望ましい勤労観・職業観を育むため、キャリア教育を充実させる。 

③ 特別支援教育の視点を基盤とし、特性や多様なニーズに応じた支援・援助を行い、個性の

伸長を図る。 

・複数の視点から生徒の実態を適切に把握し、巡回相談等を活用しながら生徒の困り感の解

消に努める。 

・特別支援教育コーディネーターを中心に、個別の配慮が必要な生徒や、気になる生徒に対 

して個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成し、中学校卒業後の進路を見据えた支援・

援助を保護者や関係機関と連携しながら計画的に推進する。 

・特別支援教育コーディネーターを中心に、インクルーシブ教育の視点に立った教育活動を

実践するとともに教職員のスキルアップを図る。 

④ 支持的風土の学級・学年づくりを推進し、適切な人間関係を築くことや、家庭・地域と連

携を図ることで不登校の解消に努める。      

・生徒一人一人が学級・学年・学校内に自分の居場所を実感し、安心した学校生活が送れる 

よう生徒の実態に応じた開発的生徒指導を推進する。 

・教員の日頃からの観察や WebＱ－Ｕなどの各種検査などから生徒の実態把握に努め、チーム

による生徒支援を推進する。 

・教育相談担当を中心に、ＳＣやＳＳＷ、教職員、別室対応支援員等とともに不登校対策を進

め、不登校生徒の学校（教室）復帰を図る。 

・生徒と教職員の交流を進めるとともに、異なる校種の教育理解を深め、義務教育９か年を見

通した学習指導・生徒指導の充実を図る。 

・３校連携協議会（鍋島中、鍋島小、開成小）や担当者連絡会の開催ほか、共同実践（あいさ

つ運動、相互参観、職員研修等）を通し、小中連携のステップアップを図る。 
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（２）佐賀市の特色ある取組について 

①小・中連携の取組   

○ 小中が連携して習慣化を目指すこと 

・あいさつ・無言清掃・落ち着いた廊下歩行 

     ・立腰、級友との交流や対話を重視した授業づくり 

     ・家庭学習習慣の定着（中学校のテスト期間に小学校でも家庭学習週間の設定をし、校区内

で連携しての取組） 

    ○ 小中学校間のスムーズな連携 

     ・小学校６年生を対象とした中学校校舎見学や授業見学の実施 

     ・保護者対象の新入生学校説明会(生徒会役員を中心に生徒による運営) 

     ・特別支援教育に関する小学校視察や特別支援学級担任との情報交換 

    ○ 小中学校の活発な情報交換 

・生徒指導・教育相談に係る小中連絡協議会 

・小中学校連携教育懇談会(年に２回実施) 

・小学校６年生卒業時の新入生連絡会 

・特別支援教育の情報交換（指導の継続を目指す） 

・「授業づくり」部会を中心とした小中相互授業参観及び協議会 

・校内研究の研究内容に関する情報交換 

   〇 幼・保連携 

・校区内のこども園に保育所訪問（３年生）、運動会のサポート 

②「いじめ・いのちを考える日」の取組  

・生命の尊重や人権を守る意識づけをあらゆる場面を通して働きかける。 

     ・いじめは、相手が不快に感じたり、嫌な思いをしたりすれば、自分の考えに関係なく生じてい

ることを道徳の授業や各種集会等を利用して働きかける。 

     ・性教育講演をふまえながら、いのちの尊さ・いのちの連鎖を学ぶ。 

     ・毎月１日に、生徒に「生活アンケート」を実施し、いじめや困っていること等を把握する。担任

等は、 いじめ等の記述のある生徒に話を聞き、学年、生徒指導等で対応する。また同時に

家庭や管理職に報告し、早急に連携・対応を図る。 

     ・毎月１日に、生徒会生活委員による幟旗を持っての挨拶運動を行うことで、相手を敬う意識

付けを図るとともに、生徒会生活委員会の活動として『いじめゼロ宣言』の復唱を各クラスで

行い、人権意識の向上を図る。 

③市民性を育む取組   

   ○基本的な生活習慣の確立と、鍋島中や佐賀市民の一員であるという意識を育てる。 

    ・「鍋島フォーマル」について生徒会を中心に構築させ、中学生としての基本的な礼節を、普段 

から自然に行えるようにする取組を続け、将来社会人としての常識や作法に資する。  

    ・市民性を育むために「チーム快援」を組織し、地域の諸団体(たんぽぽ会、まちづくり協議会等) 
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や２小学校区の各公民館と交流を図り、地域行事に運営ボランティアや清掃ボランティア活 

動、またスポーツ活動として積極的に参加させ、従来の実践につなげて発展させる。 

（３）指導の重点７項目 

①「いのち」を守る教育の充実（安心・安全な学校づくり） 

SDGs１１ 住み続けられるまちづくりを 

・災害避難訓練や防災訓練を行い、生徒への安全教育の充実を図る。また、訓練前後で、 

生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重する心を育む道徳の授業や防災

教育を行い、「いのち」を守ることについての意識を高める。 

・毎週水曜日の下校時に職員による交通立ち当番を行うことで生徒の様子を把握するとと 

もに、交通安全についての講話を定期的に行い、安全指導の徹底を図る。 

   ・危機管理マニュアルの見直しを年度初めと年度中頃の２回行い、職員の危機管理に対す 

る意識を高める。 

  ・外部からの講師を招いたり、ＩＣＴ機器を利用したリモートによる講話等を行ったりし

て、生徒の安全への意識の向上を図る。 

 ・生徒が安心安全な学校生活が送れるように、生徒会の環境委員会と協力し校内の環境美

化に努める。 

  ・職員の危機管理意識を高めるために、安全教育についての職員研修を実施する。 

  ・各教科、特別活動及び総合的な学習の時間において道徳教育との密接な連携を図り、教 

育活動全般を通して心の教育の充実及び安全教育の充実を図る。 

②主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善（学力向上） 

SDGs４ 質の高い教育をみんなに 

○変化の多い現代社会を、生徒が逞しく生き抜くために必要な力を身に付けさせるため、 

研究の手立てとして「主体的・対話的で深い学び（学びの３要素）」を軸とし「個別最適 

な学び」と「協働的な学び」を追究する。「分かる授業」「魅力ある学校づくり」を目指し 

全職員で取り組む。 

○校内研究では、「主体的な学びの工夫」を研究主題とし、授業実践を通して「人と関わる

力」「自ら学ぼうとする態度」の育成に向けて研究を進める。 

 ・生徒が、多くの場面で「自己決定」するような授業実践を行う。 

・各教科における「鍋中学び合い」の確立と授業の際に、「鍋中学び合い」のレベル表を

生徒に提示することによる学び合いの深化を図る。 

   ・授業や学校生活、家庭学習におけるＩＣＴ利活用の研究及び研修を行う。 

   ・適切な評価に関わる研究・研修と実践を行う。 

  ○校区内の小学校２校と小中連携を行い、９年間を見通した学力向上の取組を実施する。 

   ・家庭学習充実のため、３校連携をとりレベルアップ週間等について、教師の働きかけ 

及び家庭との連携を行う。 

   ・「鍋中学び合い」を用いた授業の実践を行う。 

   ・小中相互授業参観による発達段階における学びの状況把握をする。 
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③特別支援教育の充実   

  SDGs３ すべての人に健康と福祉を 

  ○生徒一人一人の教育的ニーズに応えられる支援体制を全職員で構築する。 

   ・特別支援教育委員会を隔週で開催する。特別支援教育コーディネーターを中心とし、 

各学年の特別支援教育担当からの情報を特別支援教育委員会で検討し、組織的に支援 

にあたる。 

   ・職員間での情報交換や情報共有に努める。 

   ・特別支援教育について専門性に基づいたチームを構築するため、講師招聘の研修会を

実施し、教職員のスキルアップを図る。 

  ○個別の教育支援計画、個別の指導計画に基づいて、チームとしての支援を行う。 

   ・個別の教育支援計画、個別の指導計画作成については、学年全体で作成にあたる。ま 

た、特別支援教育委員会で検討した対応策等については、随時加筆していく。 

○保護者や各種連携機関など地域社会と協力し、卒業後の進路を見据えた支援を行う。 

 ・状況に応じて、ＳＣやＳＳＷにも相談し、長期にわたる適切な支援体制を構築する。 

④生徒指導の充実  

  SDGs１２ つくる責任 つかう責任 

・全生徒が主体的な生活を送ることができるような、発達支持的生徒指導を展開する。ま 

た、方針について職員や地域との共通理解を図る。 

・生徒指導主事を中心として、組織的に取り組む体制をつくる。また、地域や関係機関と 

連携してサポートチームを編制し、協力･援助を生かせる指導体制をつくる。 

  ・毎月実施する生活アンケートや年に２回実施する WebQ-Uテスト等を活用し、個に応じた 

きめ細かな指導を行う。 

・生徒指導の実践上の視点（自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の

提供、安全・安心な風土の醸成)を生かした授業の工夫･改善(鍋中学び合い)に取り組む。 

  ・生徒が主体的に活動し、成功体験を積み重ねる中で自己肯定感を高め、生き生きと活動

する生徒の育成を図る。そのために、学校行事を中心とした様々な場面で、生徒に出番

と役割を与え承認する機会を設ける。 

  ・生徒指導委員会及び教育相談委員会を隔週で開き、生徒の情報共有に努めるとともに、 

対応策や支援策を協議する。いじめ、不登校、問題傾向にある生徒のサインを見逃さ

ず、早期発見・早期対応に努めるとともに、情報を共有し全員で対応する。 

  ・ＳＮＳ等の正しい使い方と危険性について理解するため、情報モラル教育を実施する。 

生徒対象には情報教育担当による集会を年に 1回実施するとともに長期休業前には生徒 

指導担当から話をする。保護者対象には新入生説明会や学年ＰＴＡの時に伝達する。 

  ・校則の見直しについては、毎年 1 回、生徒会を中心としながら、全校生徒で話し合う時

間を設定する。 

⑤人権・同和教育の充実   

  SDGs５ ジェンダー平等を実現しよう 
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・生徒の実態を把握しながら、人権の保障と多様性の尊重を目指すことのできる道徳の授 

業を実践する。 

  ・WebQ-Uを活用し、学級に合った「ルール」と「リレーション」の状態を把握し、心の教

育を図る。分析については学年職員全員で行い、情報を共有する。また、分析結果を基

に、対応策としてエンカウンターや道徳など学級での取組を行う。 

  ・社会科で部落史・部落学習の授業を行い、その授業に担任もＴ２として参加することで 

   人権・同和教育の組織的な取組を実践する。その授業の前後で、道徳の授業を用いて学

年共通で連携した取組を行うことにより、人権意識の高揚に努める。 

・人権集会や平和集会、いのちに関する講演等により、人権意識を高める活動を実践する。 

また、集会等の様子や生徒の感想を通信や校内掲示板等に掲載することにより、保護者及

び地域の人権意識の啓発につなげる。 

  ・中学３年生で、男女共同参画社会に関する授業を、佐賀市人権・同和政策・男女参画 

課のパンフレットを用いて実施する（家庭科でも 1年時に実施）。 

  ・教師対象には、外部講師を招いての研修会を行い、人権・同和教育の推進を図る。 

  ・佐賀市人権総合学習において、様々な人権についての学習やコミュニケーション能力、

基礎学力の育成の充実を図る。 

⑥グローバル時代に対応する外国語教育の充実   

  SDGs１０ 人や国の不平等をなくそう 

・外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的に外国語を用いてコミュニケ 

ーションを図ろうとする態度や、情報や考えなどを明確に理解したり、適切に伝えたり 

する力を身につけさせることを目標とする。 

・小学校での外国語活動では、外国語によるコミュニケーション活動を言語活動として目 

標にしていたが、中学校では、外国語による言語活動を通して、外国語によるコミュニ 

ケーションを図る資質や能力を育成することを目指す。 

・外国語の授業では、互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的な言語活動を重 

視するとともに学習した語彙や表現活動などを実際に活用する活動を充実させ、外国語に

よる「やり取り」・「即興性」を意識した言語活動を行っていく。また、計画的にパフォー

マンステストを実施し、生徒が主体的に外国語学習に取り組むことができるようにしてい

く。 

  ・ＡＬＴとのＴＴの授業を通し、外国語の音声に触れるとともに、外国の文化にも触れる 

   ことで理解を深め、外国語教育の充実を図る。また、外国語を用いてコミュニケーショ 

   ンを図る資質・能力の育成を図る。 

⑦情報教育の充実   

  SDGs９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

  ・一人一台端末を用いて、個別最適な学びの充実を図る。また、各教科の授業をはじめ、

総合的な学習の時間でも学習者用タブレットを活用した授業を行い、生徒の考えがより

深まるように情報共有を仕組んだり、互いにコメントし合う取組を行ったりすることで

ICTを活用した協働的な学びの充実を目指す。 
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・電子黒板やデジタル教材を活用しながら生徒に視覚的に分かりやすい授業を行い、授業 

に関する興味･関心を高める。 

・生徒会の各委員会のアンケートをアンケート集計ソフトで行ったり、生徒集会の伝達事 

項をプレゼンテーションソフトを使って作成したりするなど、様々な教育活動や場面を 

通して、生徒が ICT機器を利活用し、情報活用能力の向上を図る。 

    ・年に 1回、情報教育担当から情報モラルに関しての話をするとともに長期休業前にも学 

年集会等で話を行うことで、生徒の情報モラルに関する指導を行う。 

  ・校内研究の部会の一つとして「ICT部会」を設置し、校内における情報教育の推進及び 

ICTを活用した授業の推進を図る。 

 

（４）各教科等 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 

 

 

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

 

科 

国語 

 

 

 

・社会生活に必要な国語についての知識・技能を身につけるとともに、人との関わり 

の中で考えや思いを伝え合い、言語を手がかりとしながら思考力や想像力を養わせ

る。 

・「鍋中学び合い」を取り入れ、主体的、対話的な学びを工夫・展開することによっ 

て、生徒同士が意欲的に学び合うための授業づくりに努める。 

・漢字や文法等の小テストを通して基礎・基本の定着を図る。 

・生徒自身の考え方や生き方を広げることにつながる読書指導を行う。 

社会 

 

 

・「鍋中学び合い」を用いた授業を展開し、問題解決へ向けて諸資料を基に必要な基 

本的知識や事実的認識、概念や技能を主体的に学ばせる。 

・多面的・多角的に学習課題について考察することを通して、自己の視野の拡大、新 

たな着眼点を持ち、社会的事象に対し考察することができる力を養わせる。 

・現代社会の抱える課題に対し、ＳＤＧｓ等の視点を持ち、対話を通して折り合いを 

 つけつつ、最適解を見出そうとする市民としての態度を養わせる。 

・単元テストを行い、基礎・基本の知識の定着を図る。 

数学 

 

 

・日常生活との関連を考え、身のまわりに数学があることを感じさせ、数学への関心 

を高めさせる。 

・数学的活動を通して、数学的な見方や考え方を深めさせる。 

・「鍋中学び合い」の活動を通して、主体的で対話的な学びを展開していく。 

・確認プリントや小テストなどを通して、基礎・基本の定着を図る。 

理科 

 

 

・「鍋中学び合い」などを通して、自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探求 

しようとする態度を育てる。 

・日常生活や自然との関連を重視して、理科を学ぶ意義や有用性を実感させ、理科へ 

の関心を高める。 

・探求の過程を意識しながら、見通しをもって観察、実験などを行い、その結果を分 

析して解釈するなどの科学的に探求する力を養う。 

音楽 

 

音楽的な見方・考え方を深め、音楽の多様性を理解するとともに、創意工夫を生かし

た音楽表現をするために必要な知識・技能を身に付けさせる。 
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 ・音楽表現を創意工夫することや音楽のよさや美しさを味わって聴く力を養わせる。 

・主体的に音楽の表現及び鑑賞の活動に取り組み、音楽を愛好する心情を育むととも 

に、音楽に親しんでいく態度や豊かな情操を養う。 

美術 

 

 

・造形的な視点について理解させ、意図に応じて自分の表現方法を追究して創造的に 

表す力を身につけさせる。 

・自然や美術作品の美しさや表現の意図や工夫、機能性と美の調和などの美術の働き 

について「鍋中学び合い」を活用して、美術文化に対する見方や感じ方を深めさせ 

る。 

・主体的に美術の活動に取り組み創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を深 

め、心豊かな生活を創造していく態度を養わせる。 

保健 

体育 

 

・運動やスポーツを文化として、自らの生活に取り入れることができる力を育てる。 

・学習プリント及びＩＣＴを有効活用し、自ら学び考える学習を目指す。 

・「鍋中学び合い」等の生徒が主体的に取り組む授業を展開し、課題達成に向けて対 

話的な学習の充実を図る。 

技術 

家庭 

 

・「鍋中学び合い」の活動を通して、基礎・基本の定着を図るとともに製作や実習を 

中心とした生活に生かすことのできる実践的・体験的な学習の手立てを工夫する。 

・身近な生活の中から課題を設定し、課題解決に向けた学習過程を通して、生徒の主 

体的な学びを促す題材の設定を行う。 

外 

国 

語 

 

・実践的コミュニケーション能力の基礎を養い、「鍋中学び合い」等を取り入れるこ 

とで、意欲的に英語でコミュニケーションを図り、主体的に学習に取り組む態度を 

育てる。 

・基礎・基本を定着させ、パフォーマンス活動などを通して、話すことや書くことな

ど生徒の自己表現力を高める。 

・言語や文化に対する知識や技能の習得を目指す。 

特別

の 

教科 

道徳 

 

○対話と振り返りの時間を基に、生徒の「思考力」を高める。 

 ・対話と自己を見つめる振り返りの時間を基盤とし、生徒が自らの道徳的価値を基 

に活発に意見を交わし合い、実生活において生きる道徳的思考力・判断力を高め 

る。 

○問題解決的な道徳の時間の理解と実践を図る。 

 ・【問題の発見・把握➜自己判断➜他者との交流➜再考】 

○全校で共通して「学びの履歴」を用いて、道徳の時間における学びや振り返りを生 

徒自身に記録させる。また、その記録は保護者に示し成長を知らせる。 

○対話のベースとなる言語活動を、全教科共通で進めることにより、対話の充実を図 

り、道徳的価値の深化を図る。 

総合的な 

学習の 

時 間 

 

【１年】 

・学習テーマを、「郷土（ふるさと）佐賀」に設定し、個人やグループ単位で広く情 

報を収集するなどの探求活動を行い、その成果を発表する。 

・自分の進路を考えるために、職業についての講演会や資料を用いた情報収集を通し 

て、個性や学ぶこと、働くこと、人との関わりなどについて理解する。 

【２年】 
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・学習テーマを「自分の将来や生き方について学ぶ」に設定し、自らの生き方を主体 

的に考える力を育てる。 

・地域社会を知り、身近な大人をはじめ先人からの学びを通して、社会の仕組みや 

勤労の意義・大切さなどを理解するとともに、調和のとれた豊かな人間性や社会性 

を育てる。 

・体験活動や探求学習を通して、情報収集、情報処理、表現などに関する基礎的･ 

基本的な力を育てる。 

【３年】 

・学習テーマを「自己の生き方を見つめる」に設定し、世界で活躍した日本人につい

てインターネットや書籍で情報を収集し、新聞形式でまとめる。収集した情報につ

いて自らの疑問を起点にしながら整理し、他者に自分の考えが伝わるように工夫

してさまざまな機会（文化発表会等）にその成果を発表する。 

・自分の社会貢献のあり方について考える。 

特別活動 

(学級活

動) 

 

・学級や学校における生活をよりよくするため、生徒自身が主体的に課題を見出し、 

話し合い活動を通して、よりよい合意形成ができるように、学級活動の充実を図 

る。 

・集団や社会の一員としての自覚をもち、協力してよりよい生活を築こうとする自 

主的、実践的な態度の育成のため、各教科及び特別の教科道徳、総合的な学習の時 

間との関連付けを進める。 

・生徒会活動や学校行事等に関して、学級討議を活発にし、集団生活の向上を図ろう 

とする態度を育てる。 

・小中連携のもと、小学校の経験を生かし、中学校ではさらに発展させて生徒主体で 

各種行事に取り組ませる。文化発表会や体育大会、合唱コンクールでは、生徒の実 

行委員会を組織し、リーダー性や自主性の育成を図る。 

・学校行事、ボランティア活動、ふるさと学習、地域との関わりなどを通して、家庭・ 

地域の人々との幅広い交流と連携を深め、郷土の誇りと愛情を育てるとともに、人 

間としての在り方・生き方への自覚を深める。 

ｷｬﾘｱ教育 

 

 

○学校教育活動の全体を通して学年の発達段階に応じた焦点化・重点化を図りなが 

ら次の４つの力の育成を図る。その際、自身の変容や成長を「キャリアパスポー 

ト」に記入させ、自己評価させる。 

・人間関係形成・社会形成能力……他人の考えや立場を理解し、自分の置かれてい 

る状況に鑑み他者と協力・協働して社会参画し、今後の社会を積極的に形成する 

力 

・自己理解・自己管理能力……自分が「できること」「意義を感じること」につい 

て社会との関係を保ちつつ主体的に行動し、自己の成長のために進んで学ぼう 

とする力 

・課題対応能力……仕事をするうえでのさまざまな課題を発見・分析し、適切な計 

画を立ててその課題を処理し、解決する力 

・キャリアプランニング能力……「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき 

様々な立場や役割を踏まえて、生き方に関する情報を適切に活用しながら主体 
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的にキャリア形成していく力 

○各学年において、キャリア教育に関する体験活動等を計画し実施することで、自己 

の進路について考えさせる。 

 【1年】職業調べ学習(仕事について調べる、職業人に学ぶ、仕事体験等) 

 【2年】職場体験学習、高校調べ学習 

 【3年】高校選択に係る情報収集(体験入学、説明会等) 

環境教育 

 

 

・環境 ISO 推進部との連携をはかりながら、SDGs の視点を持って生徒会活動を活性

化させる。 

・環境 ISOの目標を示して、環境 ISOに関する意識の涵養を行う。 

・学校東側水路の濾過活動を中心とした環境保全活動を行う。校内で集めた使用済

みカイロを用いた濾過装置を作成することで、ごみの削減につなげる。 

・川の濾過に用いた使用済みカイロの２次リサイクルとして、校内で集めた落ち葉

などと混ぜ、腐葉土をつくる。また、その腐葉土を用いて、花や野菜を育て、文化

発表会等で配布することで、地球温暖化防止のための活動について、内外に情報発

信をし、地域との連携を図る。 

・ペットボトルキャップの回収などのリサイクル活動に取り組む。 

・これらの一連の脱炭素リサイクル活動を、持続可能な社会の実現に向けて学校で 

できる活動として SDGs の視点をもって取組むことを通して、全生徒・職員の環境

への意識を高める。 

読書指導 

 

 

・学校教育全般を通して、読書に親しませ、豊かな心を育てる。 

・図書館教育主任と学校図書館司書が連携して、毎月「図書館だより」を発行する。 

その中で、新刊本や本に関する情報を紹介し、読書意欲や図書館利用に対する意欲 

を高める。 

・生徒会の図書委員会と連携し、年間活動計画に沿った、読書の喚起や図書館の利用 

を促す企画を立てる。読書好きな生徒を育て、図書館の利用者・貸し出し冊数の増 

加を図る。 

食に関す

る教育 

 

・食に関する指導は、特別活動や教科等の授業において、生徒が食事が果たす役割や 

健康との関わりを理解し、望ましい食習慣の実践や自らの健康の保持・増進を図ろ 

うとする主体的な態度を育てる。 

・給食指導では、望ましい食習慣において生徒会を中心に給食時間の準備・片付けや 

食事のマナーの呼びかけを行い、食を通じて人間関係形成能力を身につけさせる。 

また、「食育の日」（１９日）にはその時期に合った食に関する情報を発信し、食に 

対する意識を高める。「佐賀県食育強化月間」には、全校集会で食育に関して講師

を招聘して講話を実施する。 

教育課題

への対応 

 

 

【不登校生徒への対応】 

○不登校傾向の生徒、不登校の生徒について教員間や関係機関と情報共有を行い、家 

庭と連携して、個に応じた支援を行う。一日でも多く登校できることや、教室復帰 

することなど、個々の目標を達成するためのエネルギーを溜める場所として、相談 

室を利用させる。 

【生徒の自立を促す支援の推進】 
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〇生徒の自立を促すために、開発的生徒指導である「出番・役割・承認」の場面を増

やし、自己肯定感を高めながら主体的に態度を育てる。学校行事や学校生活の中

で、実行委員会などを組織し、生徒が役割を担う場面を設定する。 

・生徒会を中心に、学校生活における課題の改善点について主体的に考え、解決策を

考えるなど自治的活動を推進する。特に以下の点については重点的に取り組む。 

①元気な挨拶 

・生徒会や実行委員会を中心に挨拶運動を実施したり、挨拶のモデルを提示したり

する。 

 ②時間を守る 

 ・２分前着席ができるように、生活委員会を中心に呼びかけを行う。 

 ③ルールを守る 

 ・交通ルールの遵守や交通マナーの改善を図るために、交通委員会を中心に活動を

行う。 

 ・鍋中フォーマルの見直しを、生徒会と連携しながら実施する。 

 


